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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの録画代行を行う録画代行装置であって、
　録画代行を要求する外部機器と接続する接続手段と、
　コンテンツを受信する手段と、
　コンテンツを録画する蓄積手段と、
　前記接続手段経由で前記外部機器から録画代行要求を受信したことに応答して、該当す
るコンテンツを受信し前記蓄積手段への録画を行う録画代行手段と、
　前記録画代行要求に応じて前記蓄積手段に録画したコンテンツ中に広告情報を挿入する
広告情報挿入手段と、
を具備することを特徴とする録画代行装置。
【請求項２】
　前記録画代行手段は、複数の前記外部機器から録画代行要求を受信できるとともに、録
画代行の要求元と対応付けてコンテンツの録画を行う、
ことを特徴とする請求項１に記載の録画代行装置。
【請求項３】
　さらに、録画代行の各要求元のユーザ情報を保管するユーザ情報管理手段を備え、
　前記録画代行手段は、録画代行の要求元のユーザ属性に適合する形式でコンテンツの録
画を行う、
ことを特徴とする請求項１に記載の録画代行装置。
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【請求項４】
　さらに、録画代行の各要求元のユーザ情報を保管するユーザ情報管理手段を備え、
　前記広告情報挿入手段は、録画代行の要求元のユーザ属性に適合する広告情報を、前記
録画代行要求に応じて録画したコンテンツ中に挿入する、
ことを特徴とする請求項１に記載の録画代行装置。
【請求項５】
　前記広告情報挿入手段は、録画代行の要求元のユーザ属性に適合する広告情報を前記接
続手段経由で取得して、前記録画代行要求に応じて録画したコンテンツ中に挿入する、
ことを特徴とする請求項１に記載の録画代行装置。
【請求項６】
　前記広告情報挿入手段は、前記録画代行要求に応じて録画したコンテンツ中のコマーシ
ャル期間の前後に広告情報を挿入する、
ことを特徴とする請求項１に記載の録画代行装置。
【請求項７】
　さらに、コンテンツを配信する配信手段を備え、
　録画代行の要求元からのダウンロード要求に応答して、前記録画代行要求に応じて前記
蓄積手段に録画したコンテンツを配信する、
ことを特徴とする請求項４に記載の録画代行装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、映像コンテンツを録画システムに係り、特に、スケジュール通りに放映される
テレビ番組を予約録画する番組予約・録画システム及び録画代行システムに関する。
【０００２】
更に詳しくは、本発明は、番組の予約録画の確実性をサービスする番組予約・録画システ
ム及び録画代行システムに係り、特に、視聴者側の記録メディア切れなど録画できない場
合であっても番組の予約録画をサービスする番組予約・録画システム及び録画代行システ
ムに関する。
【０００３】
【従来の技術】
テレビ受像機が日常生活の必需品となって既に久しい。また、テレビ受像機だけでなく、
放映番組を録画するビデオ装置も広範に普及してきている。最近では、衛星放送やケーブ
ル・テレビジョンも導入され、多チャンネル化が急速に進みつつあるので、視聴者が見た
い番組を予約録画する機能はますます重要になってくる。
【０００４】
また、従来、テレビ番組を録画する記録メディアは、多くの場合、ビデオ・テープなどの
順アクセス方式のものであった。最近では、デジタル技術の発達と、ＨＤＤの大容量化に
伴い、ＨＤＤベースの録画機も登場してきている（例えば、「テレビ番組をＨＤＤに録画
する機器が続々登場」（日経エレクトロニクス，Ｎｏ．７２７，ｐｐ．２７－２８，１９
９８）や「ＨＤＤ使うディジタル録画技術が家庭に向けいよいよ登場」（日経エレクトロ
ニクス，Ｎｏ．７２７，ｐｐ．４１－４６，１９９８）を参照のこと）。
【０００５】
大容量の記録メディアを利用して番組録画する場合、例えば、連続ドラマを数週間にまた
がって録画予約したり、同一時間帯に複数の番組の録画を予約するなど、記録メディアの
残容量を気にしないで録画を行うことができる。その反面、膨大数の番組を録画指定する
結果として、記録メディアの残容量を錯覚して、記録に失敗するという危険も多くなる。
【０００６】
また、録画したいしたい番組の放送時間帯に達する直前まで空きビデオ・テープがないこ
とをうっかり忘れていたり、録画中にビデオ・テープが切れてしまい番組の最後まで保存
できない、さらには機器の故障など不測の事態により録画に失敗するという事態は、従来
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よりあった。
【０００７】
特に見たい番組の録画に失敗したときには、視聴者にとっては口惜しく不便である。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、スケジュール通りに放映されるテレビ番組を予約録画することができる
、優れた番組予約・録画システム及び録画代行システムを提供することにある。
【０００９】
本発明の更なる目的は、番組の予約録画の確実性をサービスすることができる、優れた番
組予約・録画システム及び録画代行システムを提供することにある。
【００１０】
本発明の更なる目的は、視聴者側の記録メディア切れなど録画できない場合であっても番
組の予約録画をサービスすることができる、優れた番組予約・録画システム及び録画代行
システムを提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記課題を参酌してなされたものであり、その第１の側面は、放送番組の録画
及び／又は予約録画を行う録画システムであって、
放送番組の録画要求及び／又は録画予約要求を受容する手段と、
放送番組を録画する蓄積手段と、
外部機器と接続する接続手段と、
録画要求及び／又は録画予約要求された放送番組の録画が可能か否かを判別する判別手段
と、
該判別結果が否定的であったことに応答して前記接続手段経由で外部機器に対して録画代
行要求を発する手段と、
を具備することを特徴とする録画システムである。
【００１２】
本発明の第１の側面に係る録画システムにおいて、前記判別手段は、前記蓄積手段の残容
量が録画要求及び／又は録画予約要求された放送番組の録画に充分でないときに否定的な
結果を発するようにしてもよい。あるいは、前記判別手段は、該システム内の故障により
前記蓄積手段への放送番組の録画を実行できないときに否定的な結果を発するようにして
もよい。
【００１３】
また、本発明の第２の側面は、放送番組の録画代行を行う録画代行システムであって、
外部機器と接続する接続手段と、
放送番組を受信する手段と、
放送番組を録画する蓄積手段と、
前記接続手段経由で録画代行要求を受信したことに応答して、該当する放送番組を受信し
前記蓄積手段への録画を行う録画代行手段と、
を具備することを特徴とする録画代行システムである。
【００１４】
本発明の第２の側面に係る録画代行システムにおいて、前記録画代行手段は、複数の外部
機器から録画代行要求を受信して、多数のユーザに対して録画代行サービスを同時・並行
的に提供してもよい。このような場合、要求元と対応付けて放送番組の録画・蓄積を行う
ことが好ましい。
【００１５】
また、録画代行システムは、さらに、各要求元のユーザ情報を保管するユーザ情報管理手
段を備えていてもよい。このような場合、前記録画代行手段は、要求元のユーザ属性に適
合する形式で放送番組の録画並びに録画コンテンツの提供を行うようにしてもよい。また
、前記録画代行手段は、要求元のユーザ属性に適合する広告情報を前記接続手段経由で取
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得して録画番組中に挿入するようにしてもよい。後者の場合、広告収入を録画代行サービ
ス料金の一部に充てて、ユーザに利益を還元するようにしてもよい。
【００１６】
【作用】
本発明に係る録画代行システムは、放送サービスを提供する放送局と、放送波を受信して
放送番組の視聴を享受する受信局と、受信局に対して所定の事態において番組録画サービ
スを提供する録画センター局とで構成される。
【００１７】
録画センター局は、放送波の受信機能と、受信データの保存すなわち録画機能を備え、各
受信局からの要求に応答して、指定された放送番組の番組録画の代行と、録画コンテンツ
の提供サービスを行う。したがって、受信局側では、例えば、記録メディア切れや記録装
置の故障などにより、録画予約しておいた番組の録画を自ら行うことができない場合には
、録画センター局に対して録画代行要求を自動的に発行して、番組の録画処理の代行を依
頼することができる。
【００１８】
録画センター局は、録画代行要求に応答して、指定された放送番組の受信及び該放送コン
テンツの録画を行うとともに、要求元の受信局のアカウント（あるいはその他のユーザ識
別情報）と対応付けて録画コンテンツを保管しておく。録画センター局は、録画コンテン
ツを、所定時間経過後に要求元に自動配信してもよいし、要求元からのダウンロード要求
に応答して配信するようにしてもよい。
【００１９】
録画センター局は、受信局に対する番組予約代行サービスを有料化してもよく、例えば録
画時間に応じた従量課金を行ってもよい。あるいは、録画コンテンツ中に広告情報を挿入
することによって、広告料の一部を録画サービス料に当てることでディスカウントしても
よい。
【００２０】
本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や添付する図面に基づ
くより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施例を詳解する。
【００２２】
図１には、本発明の実施に供される放送並びに放送番組の録画サービス・システム１の構
成を模式的に示している。同図に示すように、該システム１は、放送サービスを提供する
放送局１０と、放送波を受信して放送番組の視聴を享受する受信局１００と、受信局１０
０に対して所定の事態において番組録画サービスを提供する録画センター局２００とで構
成される。
【００２３】
放送局１０は地上に１基以上散在しており、所定のスケジュール（番組予定表）に従って
放送コンテンツの配信サービスを行うようになっている。本発明を実現する上で、放送コ
ンテンツ配信の形態は、地上波、衛星波、無線、有線の区別を特に問わない。
【００２４】
また、受信局１００は、各視聴者が居る一般家庭などに相当する。図１では、１基の受信
局１００しか描写していないが、実際には地上に無数存在している。放送局１０によるデ
ータ配信すなわち放送は、基本的には一方向通信である。
【００２５】
受信局１００は、放送波の受信機能と、受信データのデコード並びに映像及び音響出力機
能と、受信データの保存すなわち録画機能とを備えている。録画は、デコード前後いずれ
のデータ形式で行ってもよい。
【００２６】
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録画センター局２００は、１以上の受信局１００とは、インターネットのような広域ネッ
トワーク、あるいはその他の通信媒体を介して相互接続されている。例えば、ＴＣＰ／Ｉ
Ｐ（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）ネットワークで接続されてい
る場合、受信局１００と録画センター局２００との間では、ＨＴＴＰ（Hyper Text Trans
fer Protocol）プロトコルに従うリクエスト及び応答、ＦＴＰ（File Transfer Protocol
）に従うファイル転送、メール送受信などが可能である。
【００２７】
録画センター局２００は、放送波の受信機能と、受信データの保存すなわち録画機能を備
え、各受信局１００からの要求に応答して、指定された放送番組の番組録画の代行と、録
画コンテンツの提供サービスを行うことができる。
【００２８】
録画センター局２００は、ＴＣＰ／ＩＰネットワーク上では、一種のコンテンツ・サーバ
として稼動しており、録画センター局２００、並びにセンター局２００上で公開される情
報資源すなわち番組録画コンテンツは、ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）形式で記述
された資源識別子によって指定することが可能である。
【００２９】
受信局１００側では、例えば、記録メディア切れや記録装置の故障などにより、録画予約
しておいた番組の録画を自ら行うことができない場合には、録画センター局２００に対し
て録画代行要求を自動的に発行して、番組の録画処理の代行を依頼することができる。録
画代行要求は、例えばＵＲＬ形式で記述されたＨＴＴＰリクエストであってもよいし、メ
ール形式であってもよい。
【００３０】
録画センター局２００は、録画代行要求に応答して、指定された放送番組の受信及び該放
送コンテンツの録画を行うとともに、要求元の受信局１００のアカウント（あるいはその
他のユーザ識別情報）と対応付けて録画コンテンツを保管しておく。保管された録画コン
テンツは、例えばネットワーク上でＵＲＬによって識別される。
【００３１】
録画センター局２００は、録画コンテンツを、所定時間経過後に要求元に自動配信しても
よいし、要求元からのダウンロード要求に応答して配信するようにしてもよい。また、要
求元の受信局１００は、録画要求したコンテンツをＵＲＬによって指定して、ＨＴＴＰ又
はＦＴＰなどのプロトコルに従い録画コンテンツをダウンロードすることができる。また
、受信局１００はメール送信により録画コンテンツの提供を要求したり、録画センター局
２００は添付ファイル形式で録画コンテンツを返信するようにしてもよい。あるいは、録
画センター局２００は、ネットワーク経由での録画コンテンツの提供ではなく、ＣＤ（Co
mpact Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）などに録画コンテンツを複製して、配
送するようにしてもよい。
【００３２】
録画センター局２００は、受信局１００に対する番組予約代行サービスを有料化してもよ
く、例えば録画時間に応じた従量課金を行ってもよい。あるいは、録画コンテンツ中に広
告情報を挿入することによって、広告料の一部を録画サービス料に当てることでディスカ
ウントしてもよい。また、放映された番組本編に挿入されているコマーシャルを広告コン
テンツで置き換えてもよいし、コマーシャル以外に広告コンテンツを挿入するようにして
もよい。また、録画要求された番組の内容などからユーザ・プロファイルなどを解析して
、数多の広告コンテンツの中からユーザ属性に応じた最適なものを選択して録画コンテン
ツに添付するようにしてもよい。
【００３３】
図２には、本実施例に係る受信局１００のハードウェア構成を模式的に示している。受信
局１００は、例えば、一般家庭内に設置されたセットトップボックス（ＳＴＢ）のような
テレビ受信機と一体で構成することができる。
【００３４】
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受信局１００内では、メイン・コントローラとしてのＣＰＵ（Central Processing Unit
）１１が、バス５０を介して各ハードウェア・コンポーネントと相互接続して、各コンポ
ーネントに対して統括的な制御を実行するようになっている。以下、コンテンツ録画・再
生システム１０の各部について説明する。
【００３５】
アンテナ（図示しない）で受信された放送波は、チューナ５１に供給される。放送波は、
規定のフォーマットに従っており、例えば番組ガイド情報（ＥＰＧ：Electric Program G
uide）等を含んでいてもよい。放送波は、地上波、衛星波、有線、無線の区別を特に問わ
ない。
【００３６】
チューナ５１は、ＣＰＵ１１からの指示に従い、所定チャネルの放送波のチューニングす
なわち選局を行い、後続の復調器５２に受信データを出力する。復調器５２では、デジタ
ル変調されている受信データを復調する。なお、送信されてくる放送波がアナログかデジ
タルかに応じて、チューナ１１の構成を適宜変更又は拡張することができる。
【００３７】
例えばデジタル衛星放送の場合、放送波から受信・復調されたデジタル・データは、ＭＰ
ＥＧ２（Moving Picture Experts Group 2）圧縮されたＡＶデータと、データ放送用デー
タとが多重化されて構成される「トランスポート・ストリーム」である。前者のＡＶデー
タは、放送コンテンツ本体を構成する映像及び音声情報である。また、後者のデータ放送
用データは、この放送番組本体に付随するデータであり、例えばＥＰＧ（Electric Progr
am Guide：電子番組ガイド）を含む。なお、トランスポート・ストリームは、ＯＳＩ（Op
en Systems Interconnection）参照モデルで言う「トランスポート層」の規定に従う。ま
た、本発明を実現する上で、ＡＶデータのフォーマットは上記のＭＰＥＧ２形式には特に
限定されず、それ以外のフォーマット、例えば、ＭＰＥＧ４、ＭＰＥＧ７、ＲｅａｌＳｙ
ｓｔｅｍ、ＱｕｉｃｋＴｉｍｅなどであってもよい。
【００３８】
デコーダ５３は、このトランスポート・ストリームを解釈して、ＭＰＥＧ２圧縮されたＡ
Ｖデータとデータ放送用データとに分離する。さらに、ＭＰＥＧ２方式で圧縮されたリア
ルタイムＡＶデータを、圧縮映像データと圧縮音声データとに分離する。そして、映像デ
ータに対してはＭＰＥＧ２伸長処理して元の映像信号を再生し、音声データに対してはＰ
ＣＭ（Pulse Code Modulation）デコードした後に付加音と合成して再生音声信号とする
。デコーダ５３は、作業データ保管用のメモリ５４を自己のローカルに備えていてもよい
。再生映像信号は、コンポーザ５７を介してディスプレイ６１に表示出力され、また、再
生音声信号は、ミキサ５５を介してスピーカ６２に音声出力される。なお、本発明を実現
する上で、音声データはＰＣＭ形式には特に限定されず、それ以外の形式、例えば、ＭＰ
ＥＧ　ＡＵＤＩＯ、Ｒｅａｌ　Ａｕｄｉｏ、ＱｕｉｃｋＴｉｍｅなどの形式であってもよ
い。
【００３９】
　デコーダ５３は、トランスポート・ストリームから分離されたデータ放送用データを、
バス５０経由でＣＰＵ１１に転送する。ＣＰＵ１１では、所定のアプリケーションによっ
てデータ放送用データの処理を行い、ＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍｍ
ｉｎｇ　Ｇｕｉｄｅ）画面の作成などに利用することができる。
【００４０】
また、デコーダ５３は、ＣＰＵ１１からの要求により、伸張処理前のＭＰＥＧ２ストリー
ム（又は伸張処理後の番組コンテンツ）をバス５０経由でＣＰＵ１１又は他の機器（例え
ばビデオ・デッキ６４やＨＤＤ１７など）に転送することができる。
【００４１】
ユーザ・インターフェース制御部５６は、ユーザからの入力操作を処理するモジュールで
あり、例えば、ユーザが直接マニュアル操作するための操作ボタン／スイッチ（図示しな
い）や、赤外線（ＩＲ）などを介したリモコン６０からの遠隔操作を受容する機能を備え
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ている。また、現在の設定内容を表示するための表示パネルやＬＥＤインジケータ（図示
しない）を含んでいてもよい。
【００４２】
ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１は、受信局１０全体の動作を統括するメイン・
コントローラであり、オペレーティング・システム（ＯＳ）によって提供されるプラット
フォーム上で各種のアプリケーションを実行することができる。
【００４３】
ＲＡＭ（Random Access Memory）１２は、ＣＰＵ１１の実行プログラム・コードをロード
したり、実行プログラムの作業データを書き込むために使用される、書き込み可能な揮発
性メモリである。また、ＲＯＭ（Read Only Memory）１３は、コンテンツ録画・再生シス
テム１０の電源投入時に実行する自己診断・初期化プログラムや、ハードウェア操作用の
制御コードなどを恒久的に格納する読み出し専用メモリである。
【００４４】
ＩＥＥＥ１３９４（ｉ－ｌｉｎｋ）インターフェース１５は、数１０ＭＢｐｓ程度のデー
タ送受信が可能なシリアル高速インターフェースである。ＩＥＥＥ１３９４ポートには、
ＩＥＥＥ１３９４対応の外部機器をデイジーチェーン接続又はツリー接続することができ
る。ＩＥＥＥ１３９４対応機器としては、例えば、放送コンテンツを録画及び予約録画す
るビデオ・デッキ６４などが挙げられる。
【００４５】
ハード・ディスク装置（ＨＤＤ）１７は、プログラムやデータなどを所定フォーマットの
ファイル形式で蓄積することができる、ランダム・アクセス可能な外部記憶装置であり、
例えば数十ＧＢ程度（又は１００ＧＢ以上）の大容量を持つ。ＨＤＤ１７は、ハード・デ
ィスク・インターフェース１８を介してバス５０に接続されている。ＣＰＵ１１からの要
求により、伸張処理前のＭＰＥＧ２ストリームの形式で、放送番組をＨＤＤ１７上に保存
すなわち録画することができる。
【００４６】
録画動作時には、伸張処理前のＭＰＥＧ２ストリームがデコーダ５３からＨＤＤ１７に転
送される。データ転送方式は、ＰＩＯ（プログラムＩＯ）転送方式、ＤＭＡ（Direct Mem
ory Access）転送方式など、特に限定されない。また、録画コンテンツを再生するときに
は、ＨＤＤ１７から取り出されたＭＰＥＧ２ストリームがバス５０経由でデコーダ５３に
転送される。デコーダ５３では、受信時と同様に、圧縮映像データと圧縮音声データとに
分離し、ＭＰＥＧ２伸長処理して元の映像並びに音声データに復元して、再生処理する。
【００４７】
グラフィック処理コントローラ１８は、ＣＰＵ１１が発行する描画命令に従ってコンピュ
ータ画面を生成する専用コントローラであり、例えばＳＶＧＡ（Super Video Graphic Ar
ray）又はＸＧＡ（eXtended Graphic Array）相当の描画能力を持つ。グラフィック処理
コントローラ１８は、例えばＧＵＩ操作画面やＥＰＧ画面を描画処理することができる。
【００４８】
デコーダ５４によってＭＰＥＧ２伸長処理して復元された再生映像と、グラフィック処理
コントローラ１８によって生成されたコンピュータ画像を重ね合わせて処理するときには
、コンポーザ５７によって２以上の画面の合成処理が行われる。
【００４９】
通信インターフェース１９は、受信局１００をＬＡＮ（Local Area Network）などの外部
ネットワークに接続するための周辺装置であり、さらにルータ（図示しない）などの相互
接続装置を介してインターネットのような広域ネットワークに接続されている。
【００５０】
本実施例に係る受信局１００上では、リモコン６０又はＵ／Ｉ制御部５６の操作パネル上
で録画又は録画予約コマンドがユーザ入力されると、ＣＰＵ１１がこれを処理する。
【００５１】
また、ＨＤＤ１７やビデオ・デッキ６４において記録メディアの残存容量が監視されてい
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る。そして、番組録画時や録画予約時において、指定された番組を録画するために充分な
容量が残っていない場合には、ＣＰＵ１１に対してメディア容量不足を通知する。ＣＰＵ
１１は、該通知に応答して、メディア不足又はメディア交換を警告するダイアログ画面を
グラフィック処理コントローラ１８上で生成するとともに、コンポーザ５７によって放映
中の番組画面上に該警告ダイアログを重畳表示される。
【００５２】
また、メディア容量不足の警告ダイアログを表示しても、ユーザが対処しないまま録画予
約時刻に突入する場合、あるいは、録画時刻に突入した時点、あるいは録画開始時刻の所
定時間前でメディア不足が判明した場合、さらにはＨＤＤ１７やビデオ・デッキ６４の故
障発生により録画することができないような場合には、ＣＰＵ１１は、録画代行要求を生
成して、広域ネットワーク経由で該要求を録画センター局２００に転送する。
【００５３】
録画代行要求は、例えばＵＲＬ形式で記述されたＨＴＴＰリクエストであってもよいし、
メール形式であってもよい。あるいは、一般公衆回線（図示しない）を介した録画センタ
ー局２００への電話コールで行ってもよい。但し、該要求は、録画したい番組と、受信局
１００側のアカウント又はユーザ識別情報を含んでいることが好ましい。
【００５４】
また、図３には、本実施例に係る録画センター局２００のハードウェア構成を模式的に示
している。同図に示すように、録画センター局２００は、録画代行制御部２０１と、受信
部２０２と、通信インターフェース２０３と、ユーザ情報管理部２０４と、録画番組蓄積
部２０５と、提供番組蓄積部２０６とで構成される。
【００５５】
受信部２０２は、放送局１０から発信される放送波を選局して、受信データを復調処理す
る。より好ましくは、受信部２０２は複数の放送波を同時選局（マルチプルでコーディン
グ）することができる。
【００５６】
また、通信インターフェース２０３は、録画センター局２００を外部ネットワークに接続
するための周辺装置である。したがって、録画センター局２００は、通信インターフェー
ス２０３を介して、受信局１００から録画代行要求を受信したり、あるいは、ネットワー
ク上に存在する広告サーバから広告コンテンツを引き出したりすることができる。
【００５７】
録画代行制御部２０１は、通信インターフェース２０３経由で受信する録画代行要求に応
答して、録画センター局２００内の動作を統括的に制御する。
【００５８】
録画代行制御部２０１は、あるユーザに係る受信局１００から録画代行要求を受信すると
、まず、ユーザ情報管理部２０４において保管されているユーザ情報データベースにアク
セスして、ユーザの正当性（すなわち録画センター局２００に既登録されたユーザか否か
）を確認したり、ユーザ属性情報（例えば、ユーザの趣味・嗜好や、好まれる広告媒体の
種類など）の取得を行う。
【００５９】
また、録画代行制御部２０１は、録画代行要求の内容を解析して、ユーザがどの放送番組
の録画代行を要求しているのかを特定し、該当する番組コンテンツを受信部２０２を介し
て受信して、要求元のユーザ識別情報と対応付けて録画番組蓄積部２０５に格納する。
【００６０】
但し、単一の録画センター局２００が多数のユーザすなわち受信局に対して録画代行サー
ビスを提供する場合には、１つの放送番組に対して多数のユーザから録画代行要求を発行
されることが予想されるので、放送番組の受信・保存時には必ずしも要求元ユーザ識別情
報との対応付けを行う必要はない。また、録画代行要求の有無に拘わらず、録画センター
局２００は、受信可能なすべての放送局のすべての放送番組を取り敢えず録画しておき、
その後録画代行要求が発行されなかった番組を録画番組蓄積部２０５から廃棄するように
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してもよい。また、すべての録画代行要求を処理した後の番組コンテンツも、適宜録画番
組蓄積部２０５から廃棄するようにしてもよい。
【００６１】
さらに、録画代行制御部２０１は、録画した番組コンテンツに、広告情報を挿入してもよ
い。録画コンテンツ中に広告情報を挿入することによって、広告料の一部を録画サービス
料に当てることでディスカウントしてもよい。また、放映された番組本編に挿入されてい
るコマーシャルを広告コンテンツで置き換えてもよいし、コマーシャル以外に広告コンテ
ンツを挿入するようにしてもよい。また、録画要求された番組の内容などからユーザ・プ
ロファイルなどを解析して、数多の広告コンテンツの中からユーザ属性に応じた最適なも
のを選択して録画コンテンツに添付するようにしてもよい。
【００６２】
広告情報は、例えば外部ネットワーク上で広告サーバ３００によって提供されている。録
画センター局２００は、使用する広告情報を例えばＵＲＬ（Uniform Resource Locator）
形式で指示することができる。あるいは、広告事業主が使用して欲しい広告コンテンツを
定期的又は不定期的に録画センター局２００にファイル転送やその他の手段で供給するよ
うにしてもよい。
【００６３】
録画センター局２００が代行録画した番組コンテンツを要求元の受信局１００に配布する
形態は特に問われない。例えば、外部ネットワーク経由でファイル転送してもよいし、あ
るいはＣＤやＤＶＤ、ビデオテープなどの記録媒体に録画番組を格納して、郵送や宅配便
などの物理的な流通手段に委ねてもよい。また、録画番組毎に、録画コンテンツを配布す
るのではなく、１日単位あるいは１週間単位など、まとめて配布するようにしてもよい。
【００６４】
図４には、録画センター局２００において録画代行を行う処理手順を示している。
【００６５】
受信局１００側では、ユーザから録画予約を受け付けると、録画番組を保存可能なメディ
ア空き領域が未だ残っているか否かを調べる。ここで言うメディアには、ハード・ディス
ク装置１７や、ビデオ・デッキ６４に挿入されたビデオ・テープなどに相当する。
【００６６】
そして、受信局１００は、予約指定された番組を録画するために充分なメディア空き領域
がないと判断すると、録画センター局２００に対して録画代行要求を送信する。
【００６７】
録画代行要求の送信形態は特に限定されない。例えば、電子メール形式で送信してもよい
し、ＨＴＴＰリクエスト形式で送信してもよい。あるいは一般公衆回線経由で該要求を送
信してもよい。但し、録画代行要求には、要求元のユーザ識別情報と、録画番組を指定す
るための番組識別情報を含んでおくことがより好ましい。
【００６８】
録画代行要求を受信した録画センター局２００側では、該要求に含まれるユーザ識別情報
を取り出し、自身のユーザ情報管理部２０４に問い合わせて、正当なユーザか否かを判断
する。そして、正当な（すなわち録画代行サービスを提供すべき）ユーザであると判定し
た場合には、さらにユーザ情報管理部２０４からユーザの趣味や嗜好などを記述したユー
ザ属性情報を取り出すとともに、ユーザ属性情報に適合する広告情報を外部の広告サーバ
３００から取得する。
【００６９】
また、録画センター局２００は、録画開始時刻に到達すると、要求された放映番組を録画
して、録画番組蓄積部２０５に格納する。但し、録画代行要求の有無に拘わらず、録画セ
ンター局２００は、受信可能なすべての放送局のすべての放送番組を取り敢えず録画して
おいてもよい（前述）。
【００７０】
録画センター局２００は、録画番組蓄積部２０５に格納した各番組コンテンツと要求元ユ
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ーザとの対応付けを行う。このとき、要求元ユーザの属性情報に適合する広告情報を、録
画された番組コンテンツ中に挿入するようにする。
【００７１】
広告情報を挿入する形態は特に問われない。例えば、番組コンテンツ中に既に存在するコ
マーシャルとの置き換えであっても（図５を参照のこと）、コマーシャル期間の前後に広
告情報を挿入しても（図６を参照のこと）、あるいは、コマーシャル期間とは無関係に広
告情報を挿入しても（図７を参照のこと）よい。
【００７２】
広告情報が挿入された録画番組コンテンツは、要求元のユーザ識別情報と対応付けて、提
供番組蓄積部２０６に保管される。オンエアされた番組コンテンツは同じ番組の録画代行
を要求した各ユーザに共通のコンテンツであるが、広告情報が挿入された番組コンテンツ
は各ユーザ属性に応じてカスタマイズされたコンテンツとも言える。
【００７３】
最後に、録画センター局２００は、代行録画した番組コンテンツを要求元の受信局１００
に配布する。但し、コンテンツを配布する形態は特に問われない。例えば、外部ネットワ
ーク経由でファイル転送してもよいし、あるいはＣＤやＤＶＤ、ビデオテープなどの記録
媒体に録画番組を格納して、郵送や宅配便などの物理的な流通手段に委ねてもよい。また
、録画番組毎に、録画コンテンツを配布するのではなく、１日単位あるいは１週間単位な
ど、まとめて配布するようにしてもよい。あるいは、著作権使用料をコンテンツ保有者側
に支払うことを前提とした、システムを用いない、電話などによる録画代行サービスを行
い、ビデオ・テープなどのメディアの形態で配送することも可能である。
【００７４】
［追補］
以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本発
明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得ることは自明である
。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべき
ではない。本発明の要旨を判断するためには、冒頭に記載した特許請求の範囲の欄を参酌
すべきである。
【００７５】
【発明の効果】
以上詳記したように、本発明によれば、スケジュール通りに放映されるテレビ番組を予約
録画することができる、優れた番組予約・録画システム及び録画代行システムを提供する
ことができる。
【００７６】
また、本発明によれば、番組の予約録画の確実性をサービスすることができる、優れた番
組予約・録画システム及び録画代行システムを提供することができる。
【００７７】
また、本発明によれば、視聴者側の記録メディア切れなど録画できない場合であっても番
組の予約録画をサービスすることができる、優れた番組予約・録画システム及び録画代行
システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施に供される放送並びに放送番組の録画サービス・システム１の構成
を模式的に示した図である。
【図２】本実施例に係る受信局１００のハードウェア構成を模式的に示した図である。
【図３】本実施例に係る録画センター局２００のハードウェア構成を模式的に示した図で
ある。
【図４】録画センター局２００において録画代行を行う処理手順を示したチャートである
。
【図５】録画番組コンテンツ中に広告情報を挿入する様子を示した図である。
【図６】録画番組コンテンツ中に広告情報を挿入する様子を示した図である。
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【図７】録画番組コンテンツ中に広告情報を挿入する様子を示した図である。
【符号の説明】
１００…受信局
２００…録画センター局
２０１…録画代行制御部
２０２…受信部
２０３…通信インターフェース
２０４…ユーザ情報管理部
２０５…録画番組蓄積部
２０６…提供番組蓄積部
３００…広告サーバ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】



(13) JP 4389353 B2 2009.12.24

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｎ   7/173    (2006.01)           Ｈ０４Ｎ   7/173   ６２０Ｄ          　　　　　

    審査官  梅岡　信幸

(56)参考文献  特開平１１－３４６３５４（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04N   5/76- 5/956
              H04N   5/38- 5/46
              H04N   7/14- 7/173
              G11B  20/10-20/16


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

